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発行者情報 

【表紙】 

【公表書類】 発行者情報 

【公表日】 2025年１月31日 

【発行者の名称】 株式会社aero lab international 

(aero lab international Inc.) 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鼓呂雲 健造 

【本店の所在の場所】 大阪府八尾市空港二丁目12番地 

【電話番号】 072-990-1232（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役マネジメントコントロール長兼マネジメントユニット長 

松本 章吾 

【担当J-Adviserの名称】 宝印刷株式会社 

【担当J-Adviserの代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白井 恒太 

【担当J-Adviserの本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目28番８号 

【担当J-Adviserの財務状況が公表される

ウェブサイトのアドレス】
https://www.takara-company.co.jp/ir/reference/ 

【電話番号】 03-3971-3392

【取引所金融商品市場等に関する事項】 当社は、当社普通株式を2025年３月３日にTOKYO PRO Marketへ上場す

る予定であります。 

当社は、上場に際して投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け

勧誘等を実施しないことから、特定上場有価証券に関する有価証券上

場規程の特例第110条第３項の規定により、発行者情報に相当する情

報を公表いたします。 

なお、振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号 

【公表されるホームページのアドレス】 株式会社aero lab international 

https://aerolab.jp 

株式会社東京証券取引所 

https://www.jpx.co.jp 
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【投資者に対する注意事項】 

１．TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んでいる場合が

あります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格の変

動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情報により公表された

情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、「第一部  第３  ４【事業等のリスク】」において

公表された情報を慎重に検討する必要があります。 

２．発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員(金融商品取引法(以下「法」という。)第21条第１項第１

号に規定する役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者)をいう。)は、発行者情報のうち

に重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な

事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得

した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価

証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限り

ではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにも

かかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。 

３．TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品市場に適用

される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいては、J-Adviserが重要な役割を担

います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例(以下「特例」という。)

に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件

に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券

取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketの諸規則に留意する必要があります。 

４．東京証券取引所は、発行者情報の内容(発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤解を

生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限られませ

ん。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部 【企業情報】 

 

第１ 【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 
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第２ 【企業の概況】 

 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

連結経営指標等 

回次 第９期 第10期 第11期（中間） 

決算年月 2023年３月 2024年３月 2024年９月 

売上高 (千円) 2,588,395 2,134,456 1,529,568 

経常利益 
又は経常損失（△） 

(千円) 77,280 △86,919 127,105 

親会社株主に帰属する 
当期(中間)純利益 
又は親会社株主に帰属する
当期純損失（△） 

(千円) 39,017 △26,329 83,972 

包括利益又は中間包括利益 (千円) 37,875 △25,228 83,972 

純資産額 (千円) 88,325 63,096 147,069 

総資産額 (千円) 322,515 533,758 389,437 

１株当たり純資産額 (円) 2,717.70 1,941.44 4,525.21 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額) 

(円) - - - 

１株当たり当期(中間)純利
益又は当期純損失（△） 

(円) 1,200.55 △810.13 2,583.78 

潜在株式調整後１株当たり 
当期(中間)純利益 

(円) - - - 

自己資本比率 (％) 27.39 11.82 37.76 

自己資本利益率 (％) 56.25 △34.78 79.91 

株価収益率 (倍) - - - 

配当性向 (％) - - - 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 61,884 60,005 △34,815 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △14,756 16,803 △89,025 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △18,660 △10,210 27,270 

現金及び現金同等物 
の期末（中間期末）残高 

(千円) 29,694 96,293 6,827 

従業員数 
〔ほか、平均臨時 
雇用人員〕 

(名) 
18 

〔-〕 
23 

〔-〕 
23 

〔-〕 

(注) １．当社は、第９期より連結財務諸表を作成しております。 

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第10期の期首から適用してお

り、第10期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。 

３．第９期及び第10期の売上高には、免税事業者に該当する連結子会社に限り、税込方式を採用しており、消費

税等が含まれております。 

４．１株当たり配当額及び配当性向は、配当を行っていないため記載しておりません。 

５．第９期及び第11期（中間）の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については潜在株式が存在しないため、

また、第10期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については１株当たり当期純損失であり、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

６．株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。 

７．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は平均人員を〔 〕内に外数で記載しております。 



―5― 

８．特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第110条第５項の規定に基づき、第10期の連結財務諸表に

ついては監査法人やまぶきの監査を受けておりますが、第９期の連結財務諸表については当該監査を受けて

おりません。 

９．特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第110条第５項の規定に基づき、第11期の中間連結財務諸

表については監査法人やまぶきの期中レビューを受けております。 

10．2024年12月10日付で普通株式１株につき25株の株式分割を行っておりますが、第９期の期首に当該株式分割

が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期（中間）純利益又は当期純損失（△）を算定

しております。 
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２ 【沿革】 

当社の創業者である鼓呂雲健造は、アメリカ合衆国カリフォルニア州の航空機操縦士を育成する訓練会社にて、小型

航空機の整備・改造の業務に従事する傍ら、米国の自家用航空機オーナーからの依頼で、同国で開催されていたエアレ

ース（Reno National Championship Air Races & Air Show。通称リノ・エアレース）に参戦する高性能小型機の組み

立て・改造を行っておりました。 

その経験を活かし、同社を退職後、日本で小型航空機を仕入れ、整備及び改造を施したうえでアメリカ合衆国へ輸出

販売する個人事業を行っておりましたが、さらなる事業拡大と日本国内でのシェア確立のため当社を設立いたしました。 

年月 概要 

2014年４月 
航空機販売その他の付随事業を目的として、登記上の本店所在地を兵庫県神戸市として当社を設立
（資本金300万円）。大阪府八尾市八尾空港にて格納庫を賃借して事業を開始。 
来客用施設として軽飲食・航空グッズを販売するパイロットショップを開設 

2014年８月 登記上の本店所在地を大阪府八尾市へ移転 

2016年７月 
航空機用バッテリーの修理点検を事業目的として、関連技能を有する個人と共同で、株式会社aero 
lab NiCad serviceを設立（出資比率50％） 

2018年12月 大阪府八尾市八尾空港に格納庫（本社社屋）を取得 

2021年８月 株式会社IHIエアロスペースと共同で革新的将来輸送システム（注１）の研究開発を開始 

2023年２月 株式会社aero lab NiCad serviceを完全子会社化 

2024年２月 株式会社aero lab NiCad serviceが国土交通省の認定事業場として認定（注２） 

（注）１．革新的将来輸送システムとは、ロケット等の宇宙へのアクセス手段である宇宙輸送システムに関して、内閣府

による宇宙基本計画を踏まえ研究開発が進められている将来宇宙輸送システムを指します。 

２．認定事業場とは、航空機の修理改造等において、施設・人員・工程管理等の品質が航空法に基づく一定の基準

に達していることを国土交通大臣が認定した事業場をいい、航空局の検査官に代わって、国による航空機の耐

空証明検査等を代行して実施できる制度に基づくものを指します。 
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３ 【事業の内容】 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社(㈱aero lab NiCad service)の計２社で構成され

ており、航空機販売その他付随する事業を営んでおります。 

主な製商品及びサービスの具体的な内容と特徴は以下のとおりであります。なお、当社グループの報告セグメントは、

「航空機販売その他付随する事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。 

 

（1）航空機販売 

中古の小型航空機（注１）を国内外で販売しております。購入時の価格から売却時には値を下げる新機体の取

り扱いをせず、主に、比較的購入時と売却時の値の変動が小さい中古航空機の販売とし、また、専門業者が分担

して請け負って行われていることが多い、買付け・輸送・国内登録・輸入検査等の納入までの流れを一貫して当

社にて行うことで購入関連費の削減を可能としております。 

当社が取り扱う航空機の仕入先及び販売先は、ともに国内外の航空機所有者または航空機ブローカーで、また

それらの仕入先及び販売先との間に紹介者を介して取引を行うこともあります。 

また、当社は原則在庫の保有を行わず、航空機の売却希望者または購入希望者からのそれぞれ依頼を受けたの

ち、その航空機の購入希望者または売却希望者を探す手法をとっており、購入時は基本として顧客からの前受金

により機体の仕入を行っております。 

 

(主な関係会社) 当社 

 

（参考）当社販売航空機の一例：ガルフストリーム・エアロスペース社製 200型 
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（2）その他付随する事業 

航空機販売に付随して主に整備支援、運航支援を行っております。 

 

① 整備支援 

航空機販売後のアフターサービスや、その他航空機所有者向けサービスとして、航空整備士の資格をもつ従業

員により、次のサービスを提供しています。 

 

a. 法定点検サービス 

航空法で定められた、「耐空証明検査」（注２）及び「定時点検」（注３）を総称した呼称で、（1）航空

機販売において販売した顧客以外の顧客についても請け負っております。飛行機、ヘリコプターの分野で可

能なサービスで、耐空証明検査は原則として当社本社で行っておりますが、定時点検は出張により提供する

こともあります。 

 

b. 修理・改造サービス 

航空法で定められた、「修理改造検査」（注４）を受検、合格させる作業で、法律で定められた「大修理」

及び「改造」を行っております。「大修理」とは、事故により航空機の主要な構造材の破損を伴う損傷で、

修理後の航空機の安全性を担保するために修理方法、修理後の性能を国が検査するものをいい、航空機・機

体保険を適用した作業が多くを占めます。また、「改造」とは、陳腐化した旧来のアナログ計器から液晶型

パネルへの換装工事などの電子装備品の改造や、内装の変更等、レストアを中心としたものが多くを占めま

す。 

 

c. 輸入新規耐空証明検査サービス 

航空法で定められた、航空機の輸入時に航空機１機ごとに行われる国の検査を受検、合格させる作業で、輸

入機のすべてに義務付けられているものであります。新造機やメーカー認定中古機など、メーカーから購入

した機体については、輸入者の代わりにメーカーが行うことがほとんどでありますが、その他個人での並行

輸入などでは、輸入者が申請して受検しなければならないため、当社の販売機のみならず、自身で並行輸入

を行なおうとしている顧客に本サービスのみを提供する場合もあります。 

 

d. 輸出耐空証明検査サービス 

航空法で定められた、輸出する場合に輸出相手国依頼によって行う検査で、海外へ航空機を販売した場合に、

顧客の要望に応じて発生する作業であります。 

 

(主な関係会社) 当社、㈱aero lab NiCad service 
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② 運航支援 

パイロットオーナー向けに、慣熟訓練やハンドリング等の運行支援及び販売に係る空輸作業等を行っておりま

す。操縦ライセンスを持たない所有者のための操縦士の一時的な提供や、運航に関連して発生する特殊運航許可

（RNAV運航、RVSM運航）（注５）の取得など、顧客の運航の利便性を向上させるためのサービスで、航空機販売

事業及び整備支援事業と併せて顧客に提供しております。 

 

(主な関係会社) 当社 

 

（参考）整備サービス：当社格納庫内における航空整備士による整備作業の様子 

改造サービスの一例（電子統合計器への換装、無線機/航空管制用自動応答装置の換装など） 
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当社グループの、航空機販売その他の付随する事業を系統図で示すと、次のとおりであります。 

 

 

 

（注１）小型航空機 ：主に最大離陸重量45t未満の航空機 

（注２）耐空証明検査：航空法により義務付けられている１年毎の検査 

（注３）定時点検  ：航空法等により義務付けされている航空機の一定飛行時間、一定使用期間毎に行う点検 

（注４）修理改造検査：航空法により定められた、航空機の構造変更を伴う修理または改造を行う場合に義務付け

られている検査 

（注５）特殊運航許可：航空法により定められた比較的新しい技術を利用した運航の方法の許可で、無視界に近い

視界不良時の着陸、高高度における飛行、従来の航法設備を使用しない航法の３つが許可

の必要な条件に指定されています。 
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４ 【関係会社の状況】 
 

名称 住所 
資本金 
(千円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の所有 
(又は被所有) 
割合(％) 

関係内容 

(連結子会社)      

株式会社aero lab NiCad 
service 

大阪府八尾市 1,000 

航空機用バ
ッテリーの
点検及び修
理 

100 
役員の兼任（注１） 
従業員の出向 
営業取引（注２） 

(注) １．当社取締役の尾関真一が、株式会社aero lab NiCad serviceの代表取締役を兼任しております。 

２．主に、本社事務所賃貸及び航空機用バッテリーの点検の取引を行っております。 

 

 

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 
 2024年９月30日現在 

セグメントの名称 従業員数(名) 

航空機販売その他付随する事業 23 

合計 23 

(注) 当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

 

(2) 発行者の状況 

   2024年９月30日現在 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

23 42.4 2.9 7,148 

(注) １．当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

   ２．平均年間給与は、基準時間外賃金を含んでおります。 

 

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第３ 【事業の状況】 

 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

第10期連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

当連結会計年度の世界経済は、コロナ禍からの経済活動再開が世界各地で本格化する一方で、ウクライナやイスラ

エルの地政学的リスクの長期化による世界的な資源価格の高騰、インフレ進行による欧米諸国での政策金利の引き上

げ、各国間の金利差拡大等による急激な為替変動など不安定な状況で推移しており、また、我が国においても、マイ

ナス金利等の大規模金融緩和政策を解除し利上げを決定したものの、依然として各国金利差が開いている状況から円

安が進行しており、先行きを引き続き注視していく必要があります。 

このような事業環境の中、当社グループでは、機体の輸出販売の底堅い需要を捉えて参りましたが、大型の機体販

売案件の受注には至らず、また、円安基調を受け輸入販売については比較的低調に推移することとなりました。 

その結果、売上高は2,134,456千円（前年同期比17.5％減）、営業損失は93,394千円（前年同期は営業利益67,975

千円）、経常損失は86,919千円（前年同期は経常利益77,280千円）、親会社株主に帰属する当期純損失は26,329千円

（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益39,017千円）となりました。 

 

売上高を主な製商品及びサービス内容別に示すと次のとおりです。なお、当社グループは単一セグメントであるた

め、セグメント別情報の記載を省略しております。 

   （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 前年同期比 

航空機販売 2,154,792 1,832,427 △15.0％ 

その他付随する事業 433,603 302,028 △30.3％ 

 合計 2,588,395 2,134,456 △17.5％ 

 

 

第11期中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) 

当中間連結会計期間の世界経済は、欧米諸国での金融引き締めの効果によりインフレ圧力が緩和し需要と供給の両

面での堅調さが維持された一方で、継続する地政学的リスク、自然災害の発生、円安による輸入コスト上昇を受けた

物価高など、先行きを引き続き注視していく必要があります。 

このような事業環境の中、当社グループでは、機体の輸出販売については、大型の機体販売案件を含め順調に受注

して参りましたが、円安基調を受け輸入販売については比較的低調に推移することとなりました。 

以上の結果、売上高は1,529,568千円、営業利益は130,995千円、経常利益は127,105千円、親会社株主に帰属する

中間純利益は83,972千円となりました。 

売上高を主な製商品及びサービス内容別に示すと次のとおりです。なお、当社グループは単一セグメントであるた

め、セグメント別情報の記載を省略しております。また、当中間連結会計期間は中間連結財務諸表の作成初年度であ

るため、前年同期間との比較分析は行っておりません。 

   （単位：千円） 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前年同期比 

航空機販売 - 1,368,361 - ％ 

その他付随する事業 - 161,206 - ％ 

 合計 - 1,529,568 - ％ 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

第10期連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）の残高は96,293千円（前連結会計

年度末比66,598千円増）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、獲得した資金は60,005千円（前年同期比3.0％減）となりました。これは主に、前渡金の増加

98,937千円（前年同期は前渡金の減少33,173千円）、前受金の減少89,457千円（前年同期は前受金の増加6,993千

円）、返品資産の増加68,181千円（前年同期はなし）、固定資産除売却損益51,933千円（前年同期は固定資産除売却

損16,780千円）及び売上債権の増加32,075千円（前年同期は売上債権の減少403,544千円）による資金の減少があっ

たものの、仕入債務の増加231,916千円（前年同期は仕入債務の減少346,936千円）、返金負債の増加110,000千円

（前年同期はなし）及び棚卸資産の減少83,681千円（前年同期は棚卸資産の増加69,626千円）による資金の増加があ

ったことによります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、獲得した資金は16,803千円（前年同期は14,756千円の使用）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出51,298千円（前年同期比17.0％減）があったものの、有形固定資産の売却による収入67,147

千円（前年同期比35.9％増）があったことによります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、使用した資金は10,210千円（前年同期比45.3％減）となりました。これは主に、長期借入金の返

済による支出5,460千円（前年同期と同額）及び長期未払金の返済による支出4,750千円（前年同期比64.0％減）があ

ったことによります。 

 

 

第11期中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）の残高は6,827千円（前連結

会計年度末比89,466千円減）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、使用した資金は34,815千円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益127,105千円、

売上債権の減少94,827千円及び返品資産の減少54,359千円があったものの、仕入債務の減少222,289千円及び返金負

債の減少84,182千円があったことによります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、使用した資金は89,025千円となりました。これは主に、長期投資の取得による支出47,823千円及

び有形固定資産の取得による支出41,272千円があったことによります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、獲得した資金は27,270千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入30,000千円があっ

たことによります。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

第10期連結会計年度における主な製商品及びサービス内容別の生産実績は次のとおりです。なお、当社グループは

単一セグメントであるため、セグメント別情報の記載を省略しております。 

主な製商品及びサービス内容 生産高(千円) 前年同期比(％) 

航空機販売 - - 

その他付随する事業 264,668 △0.2 

合計 264,668 △0.2 

(注) １．金額は、製造原価によっております。 

   ２．航空機販売については、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。 

 

第11期中間連結会計期間における主な製商品及びサービス内容別の生産実績は次のとおりです。なお、当社グルー

プは単一セグメントであるため、セグメント別情報の記載を省略しております。 

主な製商品及びサービス内容 生産高(千円) 前年同期比(％) 

航空機販売 - - 

その他付随する事業 127,869 - 

合計 127,869 - 

(注) １．金額は、製造原価によっております。 

   ２．航空機販売については、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。 

   ３．当社グループは、第11期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前年同期比について

は記載しておりません。 

 

(2) 受注実績 

第10期連結会計年度における主な製商品及びサービス内容別の受注実績は次のとおりです。なお、当社グループは

単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

主な製商品及びサービス内容 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

航空機販売 1,714,245 △23.4 - △100.0 

その他付随する事業 339,417 △3.4 37,389 - 

合計 2,053,663 △20.7 37,389 △68.4 

 

第11期中間連結会計期間における主な製商品及びサービス内容別の受注実績は次のとおりです。なお、当社グルー

プは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

主な製商品及びサービス内容 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

航空機販売 1,368,361 - - - 

その他付随する事業 135,346 - 11,528 - 

合計 1,503,707 - 11,528 - 

(注) 当社グループは、第11期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前年同期比については記

載しておりません。 
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(3) 販売実績 

第10期連結会計年度における主な製商品及びサービス内容別の販売実績は次のとおりであります。なお、当社グル

ープは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

主な製商品及びサービス内容 販売高(千円) 前年同期比(％) 

航空機販売 1,832,427 △15.0 

その他付随する事業 302,028 △30.3 

合計 2,134,456 △17.5 

(注) 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
 

相手先 

前連結会計年度 当連結会計年度 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

株式会社レイナハウス - - 673,762 31.6 

Nik's Aircraft LLC - - 464,091 21.7 

成美トラスト株式会社 - - 450,329 21.1 

株式会社アイロムグループ 1,002,499 38.7 - - 

株式会社エアロスペースナ
ガノ 

551,262 21.3 - - 

(注）前連結会計年度の株式会社レイナハウス、Nik's Aircraft LLC及び成美トラスト株式会社並びに当連

結会計年度の株式会社アイロムグループ及び株式会社エアロスペースナガノは、割合が10％未満のため、記

載を省略しております。 

 

第11期中間連結会計期間における主な製商品及びサービス内容別の販売実績は次のとおりであります。なお、当社

グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

主な製商品及びサービス内容 販売高(千円) 前年同期比(％) 

航空機販売 1,368,361 - 

その他付随する事業 161,206 - 

合計 1,529,568 - 

(注) １．当社グループは、第11期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前年同期比について

は記載しておりません。 

   ２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
 

相手先 

第11期中間連結会計期間 

販売高(千円) 割合(％) 

株式会社THKホールディン
グス 

631,886 41.3 

株式会社エス・ケイ通信 605,046 39.6 
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３ 【対処すべき課題】 

文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社グループが判断したものであります。 

 

①顧客基盤の拡大 

収益基盤の安定化及び事業規模拡大を図るため、既存顧客との継続的な関係構築と併せて、富裕層向け商品を展

開する事業者との業務提携等による新たなルート開拓に注力し、顧客基盤のさらなる拡充を図ってまいります。 

 

②人材の確保と育成 

当社グループが、安定的に、顧客需要を捉え、新たな案件や技術開発に取り組むためには、優秀な人材の確保と

資格取得など育成が不可欠であります。当社グループは、有資格者の中途採用のほか、OJTを中心にした人材育成

と資格取得支援を行うなどフォローアップを充実させることにより人材のスキルアップと組織の活性化を図ってま

いります。 

 

③技術の開発 

当社グループが、航空機の改造・整備技術で将来的にも競争優位を発揮し成長性を維持するためには、新たな技

術を開発し、収益の多様化を図ることが必要であります。当社グループは、積極的に新たな技術の開発を行い、技

術的優位性及び収益の多様化を図ってまいります。 

 

④内部管理体制の強化 

当社グループは、持続的な成長と企業価値の向上のため、内部管理体制の充実が不可欠であると認識しており、

役職員のコンプライアンス意識の向上、当社の取引態様に応じた内部管理体制の構築など、コーポレート・ガバナ

ンス体制の強化に取り組んでまいります。 

 

⑤財務基盤の強化 

当社グループが行う航空機売買は、基本的には顧客からの前受金により機体を買付けする方針であるため、多額

の運転資金が必要になる営業サイクルではありませんが、事業規模の拡大に伴い、人員採用、一時的な自己資金に

よる航空機在庫の取得、設備投資など追加的な資金需要が想定されます。当該資金需要に対応するため、銀行借入

や内部留保により財務基盤の強化に努めてまいります。 
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４ 【事業等のリスク】 

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下の

ようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社グループが判断したものであります。 

 

(1)事業上のリスク 

① 航空機部品等の調達地域の依存について（発生可能性：低／影響度：高） 

当社グループの航空機整備に必要な部品等の調達先の多くが、最大の航空機産業国であるアメリカ合衆国に集中し

ております。当社グループでは複数の購入先を確保する等により調達先の多様化を進めておりますが、政治や経済情

勢の悪化やその他の予期せぬ事態の発生により物流等に問題が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ② 特定の調達先への依存について（発生可能性：低／影響度：中） 

航空機整備作業においては、特定のメーカー指定部品等が必要になり、代替部品が存在せず、調達先が限定される

場合があります。このため、当該調達先の大幅な納期遅れ等が生じた場合には、予定していた案件の売上計上の延期

が余儀なくされ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ③ 機体販売による売上高や利益が大きく変動する傾向について（発生可能性：高／影響度：高） 

2024年３月期の連結売上高（2,134,456千円）に占める機体販売の比率は85.8％（1,832,427千円）であり、当社グ

ループの主たる売上高は、機体販売による売上高であります。中古航空機は一般的に必ずしも流通性は高くなく、相

対取引であることから顧客の希望する中古航空機の調達難易度等によって利益率が左右されること、顧客都合により

予定していた機体販売時期に差異が生じることなど、業績が大きく変動する傾向があります。当社グループは、中長

期的な成長を実現するため、富裕層向けビジネスを展開する事業者との事業提携等により顧客層の拡充を図るととも

に、整備等の航空機販売に付随する事業の収益拡大も進めておりますが、機体販売による売上高の変動は当社グルー

プの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ④ 返品について（発生可能性：低／影響度：高） 

当社グループは、販売した中古航空機に重要な欠陥・瑕疵が存在した場合、顧客との協議に基づき返品を受け入れ

ており、期末日以後の返品による影響に備えるため、返品されると見込まれる航空機販売の対価を返金負債として、

返金負債の決済時に顧客から航空機を回収する権利として認識した資産を返品資産として計上しております。当社グ

ループは、航空機の仕入調達時や顧客引き渡し時における検査の徹底により、欠陥・瑕疵に伴う返品リスクの低減に

努めておりますが、当初の見積もりを超える返品を受け入れた場合には当社グループの経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑤ 特定の取引先への依存について（発生可能性：低／影響度：中） 

当社グループの航空機販売は、主に輸出販売又は輸入販売により行われますが、アメリカ合衆国への主な機体の輸

出においては、現地の航空機ブローカー（注）であるNik's Aircraft LLCに、航空機売買に関する仲介業務を委託し

ており、2024年３月期の連結売上高（2,134,456千円）に占める同社への売上高は21.7％（464,091千円）と高い依存

関係にあります。当社グループは、複数の航空機ブローカーとの人脈を有し代替先を確保できる状況であるものの、

同社とは現時点において緊密かつ良好な関係にあり、今後もこれまでの取引関係を維持・発展させていく方針であり

ますが、特定の取引先の経営方針等の変更により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

（注）航空機ブローカーとは、個人や企業の航空機売買を仲介する事業者をいい、航空機及び航空業界の専門的知見

を有し、顧客に適した航空機の紹介、価格交渉、検査、所有権移転及び引渡しに関る事務手続やロジスティクス等に

関する支援を行います。 
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 ⑥ 顧客の需要動向の影響を受けること（発生可能性：中／影響度：中） 

当社グループの航空機販売は、航空機オーナーである個人富裕層及び企業の需要に左右されます。当社グループと

しては、顧客の嗜好・ニーズの把握に努めるとともに、為替等の状況に応じて輸入販売または輸出販売の機会を捉え

ることで顧客需要を捉えてまいりますが、その動向を精緻に予測することは非常に困難であることに加えて、顧客の

ニーズに適う中古航空機が売り出されていない場合や、景気の低迷、その他為替や金利の変動等により購買意欲が大

幅に抑制された場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑦ 機体仕入代金の資金負担に関するリスク（発生可能性：中／影響度：中） 

航空機売買においては、機体仕入代金として一時的に多額の資金が必要になります。当社は、金融機関からの運転

資金の借入枠増加に努めるとともに、機体売買にかかる資金負担の軽減のため、仕入前に販売先から航空機販売代金

を前受することを基本方針としておりますが、顧客事由や機体のおかれている状況等から、販売代金の前受よりも仕

入代金の手付が先行して支出されることがあり、多額の支出が先行した場合、販売代金受領まで一時的に資金がひっ

迫し、資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑧ 競争力に関するリスク（発生可能性：低／影響度：中） 

当社グループは、小型航空機の整備等に関してノウハウと技術を蓄積することにより、技術的優位性及び価格競争

力を強化してきましたが、他社による技術革新、整備効率の改善及び研究開発の強化等に対して有効な対応ができず、

当社グループの技術的優位性や価格競争力が陳腐化した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

 ⑨ 特定の整備拠点への依存について（発生可能性：低／影響度：高） 

当社グループの事業は、主に、本社がある大阪府八尾市八尾空港にある航空機格納庫にて行われており、想定を超

える天災その他の事故等により、整備能力等が減少若しくは不能となった場合には当社グループの経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2)法的規制のリスク 

 ① 認定事業場制度について（発生可能性：低／影響度：中） 

我が国において航空機を運航するには、国土交通省航空局による航空機の安全性及び環境適合性についての証明

（耐空証明）が必要です。また、航空機の整備又は改造についても航空局による検査が必要になりますが、航空局に

より認定された認定事業場制度により、認定事業場において行われた整備又は改造については航空局が行う検査の一

部又は全部を省略可能とされています。当社グループでは認定事業場として、航空機の整備又は改造について航空局

の検査の一部又は全部を省略して事業運営がなされていますが、航空法の抵触等により認定が取り消された場合、航

空局の検査待ち等により整備又は改造に要する期間が延長し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

 ② 航空機騒音に関する環境規制について（発生可能性：低／影響度：中） 

当社が本社を置く、大阪府八尾市の八尾空港は、小型航空機の基地としては我が国最大級の空港であり、多くの固

定翼機や回転翼機が常駐しております。地理的には、大阪府八尾市の南部に位置し、空港周辺には町工場と住宅が混

在した市街地がありますが、航空機騒音・振動等が一定程度あります。当社グループとしては、運航の時間帯や回数

を制限するなど、周辺地域への影響を極力小さくし、可能な範囲で騒音・振動の低減に努めておりますが、条例など

遵守するべき環境基準が変更され、大幅な事業上の制約が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 
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(3)組織体制等に関するリスク 

 ① 小規模組織であること（発生可能性：低／影響度：中） 

当社グループは、小規模な組織であり、現在の内部管理体制もこれに応じた最適と考えられるものになっておりま

す。当社グループでは、今後の事業拡大に対応するため、人員の増強、内部管理体制の一層の充実を図っていく方針

でありますが、これらの施策が適時適切に進まなかった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

 ② 特定人物への依存について（発生可能性：低／影響度：高） 

当社の代表取締役社長である鼓呂雲健造は、当社グループの創業者で、かつ会社設立以来の最高経営責任者であり、

経営方針や事業戦略の決定やその実行において重要な役割を果たしております。当社グループにおいては、特定の人

物に依存しない体制を構築するべく、幹部役職員の情報共有や権限の委譲によって同氏に過度に依存しない組織体制

の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏が当社グループの業務を遂行することが困難になった場合、当

社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ③ 人材の確保について（発生可能性：低／影響度：高） 

当社グループの事業運営には、航空機の整備に従事する者（整備士）及び運航に従事する者（操縦士）等について

航空法に定める資格が必要です。当該有資格者については、国内外の経験者等に拠って人材を確保し、また、自社養

成による有資格者の育成を進めておりますが、資格取得までは一定期間の教育訓練を必要とするため、事業展開の時

期並びに規模について制約を受ける可能性があります。 

 

(4)その他のリスク 

 ① カントリーリスクについて（発生可能性：中／影響度：中） 

ロシア・ウクライナ情勢を巡り、ロシアから日本への報復措置のため、当社グループによるフェリーフライト等に

おいてアメリカ国籍機についてはロシア領空を飛行できない状況が続いております。また、イスラエルとパレスチ

ナ・ガザ地区の情勢を巡り、ガザ地区ハマスと連帯を掲げるイエメン武装勢力フーシ派による紅海を航行する船舶へ

の攻撃により、当社グループによる紅海航路での船舶での航空機輸出入に関しては南アフリカ共和国の喜望峰を迂回

する航路を利用せざるを得ない等の状況が続いております。 

事業活動が一定程度制限されるこれらの状況に対して当社グループは、当社代表取締役社長の危機管理統括のもと、

カントリーリスクに関する情報収集を継続的に行いリスク低減に努めておりますが、予期せぬ情勢の悪化から航路に

問題が生じた場合には売上高の計上時期や利益金額の変更が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

 ② 支配株主との関係について（発生可能性：小／影響度：小） 

当社の代表取締役である鼓呂雲建造は、当社グループの創業者で、かつ議決権の100％を保有しており（2024年３

月末現在）、支配株主に該当しております。当社としては、鼓呂雲建造氏は、今後も安定株主として引き続き相当程

度の議決権を保有し、その議決権行使にあたっては少数株主の利益にも配慮する方針を有している認識でおりますが、

株主総会の意思決定には重要な影響を及ぼし得ること、また、市場での当社株式売却や市場外で特定の相手先へ当社

株式の譲渡を行った場合には、当該売却先や譲渡先の保有株数及び当社に対する投資方針によっては、当社グループ

の経営戦略等に影響を与える可能性があります。 

 

 ③ 配当政策に関するリスク 

当社は、事業の継続的な拡大のため、長期的な視点で内部留保を積み上げ財務体質を強化することを目指しており、

これまでに配当を実施したことはなく、また、今後も当面の間は配当を実施する予定はありません。今後の株主への

剰余金の配当につきましては、事業環境、経営成績及び財政状態等を勘案しながら検討していく方針であります。 
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④ 担当J-Adviserとの契約について 

特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場企業は、東京証 

券取引所より認定を受けたいずれかの担当J－Adviserと、株式上場の適格性審査および株式上場後の上場適格性を 

維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約(以下、「J－Adviser契約」とします。)を締結する 

義務があります。 

本発行者情報公表日時点において、当社がJ－Adviser契約を締結しているのは宝印刷株式会社（以下、「同社」 

とします。）であり、同社とのJ－Adviser契約において当社は、下記の義務の履行が求められております。下記の 

義務の履行を怠り、又は契約に違反した場合、相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り１か月)を定めてその 

義務の履行又は違反の是正を書面で催告し、その催告期間内にその義務の履行又は違反の是正がなされなかったと 

きは、J－Adviser契約を解除することができる旨の定めがあります。 

また、上記にかかわらず、当社及び同社は、両当事者による書面による合意又は相手方に対する１か月以上前の 

書面による通知を行うことにより、いつでもJ－Adviser契約を解約することができる旨の定めがあります。 

当社が同社より上記の解除にかかる催告期間中において、下記の義務の履行又は違反の是正が果たせない場合、 

または同社に代わる担当J－Adviserを確保できない場合は、当社普通株式のTOKYO PRO Market上場廃止につながる 

可能性があります。 

  

＜J－Adviser契約上の義務＞ 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第113条に定める上場適格性要件を継続的に満たすこと 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例及び特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の 

施行規則に従い、投資者への適時適切な会社情報の開示に努めること 

・上場規程特例に定める上場会社及び新規上場申請者の義務を履行すること 

  

また、当社において下記の事象が発生した場合には、同社からの催告無しでJ－Adviser契約を解除することがで 

きるものと定められております。 

  

① 債務超過 

当社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合（上場後１年間において債務超過の状態となった場合を除

く。）において、１年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日

が当社の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期

間をいう。 

以下、本号において同じ。また「２年以内」も同様。）に債務超過の状態でなくならなかったとき。ただし、当社

が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業競争力強化法（以下「産競法」という。）第２条第21項に規

定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の

適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関す

るガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態で

なくなることを計画している場合（同社が適当と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超過の状態でなくなら

なかったとき。 

なお、同社が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、当社が審査対象事業年度に係る決算（上場会社が連

結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度

に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号ただし書に定める１年以内に債務超過の

状態でなくなるための経営計画を含む。）を公表している場合を対象とし、当社が提出する当該再建計画並びに次の

ａ及びｂに定める書面に基づき行うものとする。 

ａ 次の(ａ)から(ｃ)に定める書面 

(ａ) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 

  当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証明する書面 

(ｂ) 産競法第２条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合に

おける産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）を行う場合 
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当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面 

(ｃ) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場

合 

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書

面 

ｂ 本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提となった重要な事項等が、公

認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 

② 銀行取引の停止 

当社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合 

③ 破産手続、再生手続又は更生手続 

当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（当社が、法律

に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判

断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに

掲げる場合その他当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準

ずる状態になったと同社が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまで掲げる場合には当該ａからｃまでに定める

日に本号前段に該当するものとして取り扱う。 

ａ 当社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整理

を行う場合 

当社から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日 

ｂ 当社が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難である

旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は

解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合 

当社から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大部

分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると同社が認めた日） 

ｃ 当社が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関する

合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事業年

度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。） 

当社から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日 

④ 前号に該当することとなった場合においても、当社が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を行った場合

には、原則として本契約の解除は行わないものとする。 

ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当すること。 

（ａ）当社が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること 

（ｂ）当社が前号ｃに規定する合意を行った場合 

当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること 

ｂ 当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること。 

（ａ）TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと 

（ｂ）前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意がなされていること

及びそれを証する内容 

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと認

められるものでないこと。 

⑤ 事業活動の停止 

当社が事業活動を停止した場合（当社及びその連結子会社の事業活動が停止されたと同社が認めた場合）又はこれ

に準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他当社

が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と同社が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げ

る場合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 

ａ 当社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して当社の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は

一部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日
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の３日前（休業日を除外する。）の日 

（ａ）TOKYO PRO Marketの上場株券等 

（ｂ）特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券等 

ｂ 当社が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当社から当該合併に関する株主総会（普通出資

者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議による承認を

要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての書面によ

る報告を受けた日） 

ｃ 当社が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（本条第３号ｂの規定の適用を受ける場合を

除く。）は、当社から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日 

⑥ 不適当な合併等 

当社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅰの２ 非上場

会社を子会社とする株式交付、ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、

ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者

割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はⅰからⅶまでと同等の効果をもた

らすと認められる行為）で定める行為（以下本号において「吸収合併等」という。）を行った場合に、当社が実質的

な存続会社でないと同社が認めた場合 

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損 

第三者割当により当社の支配株主（当社の親会社又は当社の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）が

異動した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合を

含む）において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると同社が認めるとき 

⑧ 発行者情報等の提出遅延 

当社が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期間内

に提出しなかった場合で、同社がその遅延理由が適切でないと判断した場合 

⑨ 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合 

ｂ 当社の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正

意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場

合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合 

⑩ 法令違反及び上場契約違反等 

当社が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合 

⑪ 株式事務代行機関への委託 

当社が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが

確実となった場合 

⑫ 株式の譲渡制限 

当社がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合 

⑬ 完全子会社化 

当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合 

⑭ 指定振替機関における取扱い 

当社が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合 

⑮ 株主の権利の不当な制限 

当社が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその行使が不 

当に制限されていると同社が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると同社が認め 

た場合をいう。 

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収への

対抗措置（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時

点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収への対抗措置の発動の時点の株主に割り当てるため

に、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。） 



―23― 

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動とす

ることができないものの導入 

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨

の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である当社の主要な事業を行っている子会社が拒否

権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を当社以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式

の発行が当社に対する買収の実現を困難にする方策であると同社が認めるときは、当社が重要な事項について種

類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。） 

ｄ TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取

締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定 

ｅ TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株主

総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受

ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式をいう。）の発行に係る決議又は決定 

ｆ 議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定 

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決議又

は決定 

⑯ 全部取得 

当社がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合 

⑰ 株式等売渡請求による取得 

特別支配株主が当社の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合 

⑱ 株式併合 

当社が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を１株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場合 

⑲ 反社会的勢力の関与 

当社が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの市場に対す

る株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと同社が認めるとき 

⑳ その他 

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、同社若しくは東証が上場廃止を適当と認めた場合 

 

このほか、株主総会の特別決議を経て、当社が東京証券取引所へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃止

となります。 

なお、本発行者情報公表日時点において、J－Adviser契約の解約につながる上記の事象は発生しておりません。 
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５ 【経営上の重要な契約等】 

契約会社名 
相手先 
の名称 

相手先の 
所在地 

契約品目 
契約 
締結日 

契約期間 契約内容 

株 式 会 社 aero 
lab 
international 
（当社） 

大阪航空
局 

大阪市中
央区大手
前3-1-41 

阪空理許第2010号 
2024年３
月28日 

2024年４月１日～ 
2025年３月31日 

（使用許可期間満了２
カ月前までの更新申

請） 

航空機格納庫及び
整備事業所敷地
（国有財産）の賃
借許可 
 
区分：土地 
所在：大阪府八尾
市木ノ本 
面積：1,629.08㎡ 

 

 

６ 【研究開発活動】 

当社グループは、航空機の整備及び改造の技術を活かし、革新的将来宇宙輸送システムに関する研究開発を進めてお

ります。具体的には、株式会社IHIエアロスペースとの共同により、ロケットエンジンを搭載した有翼実験機による飛

行試験を進めており、有翼機によるサブオービタル飛行（注）に関する研究開発を行っております。本研究開発の結果

等から、「サブオービタル飛行に関する官民協議会」（共同事務局：内閣府宇宙開発戦略推進事務局及び国土交通省航

空局）において、サブオービタル機の往還飛行について、安全性を確保するとともに、民間事業者の計画的な技術開発

に資する必要な環境整備について検討が進められています。 

当社グループの、第10期連結会計年度における研究開発費の総額は5,562千円であります。また、第11期中間連結会

計期間における研究開発費の総額は12,227千円であります。 

 

（注）サブオービタル飛行 

宇宙飛行は、サブオービタル飛行とオービタル飛行の２つの飛行形態に分類されます。サブオービタル飛行とは、

「地上から出発し、高度100km程度まで上昇後、地上に帰還する飛行」と定義され、地上から打ち上げられ、宇宙に到

達後、地球を周回せずに再び地上に降りてくる飛行を指します。他方で、オービタル飛行は、地上から打ち上げられ、

地球の軌道を周回する飛行形態を指し、周回軌道に人工衛星を輸送する飛行形態がこれにあたります。 
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社グループが判断したものであります。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成され

ております。この連結財務諸表において、損益又は資産の状況に影響を与える見積りの判断は、一定の会計基準の範

囲内において、過去の実績や判断時点で入手可能な情報に基づき合理的に行っておりますが、実際の結果は見積りに

よる不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。当社グループの連結財務諸表で採用する重要な

会計方針は、「第６【経理の状況】【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】【注記事項】（連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項）」に記載しております。 

  

(2) 財政状態の分析 

第10期連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

（流動資産） 

当連結会計年度末の流動資産は407,210千円となり、前連結会計年度末と比べ176,428千円増加しました。これは主

に、商品が84,424千円減少したものの、前渡金が98,937千円、返品資産が68,181千円、現金及び預金が66,598千円、

売掛金が32,075千円増加したことによります。 

 

（固定資産） 

当連結会計年度末の固定資産は126,547千円となり、前連結会計年度末と比べ34,813千円増加しました。これは主

に、建設仮勘定が30,752千円増加したことによります。 

 

（流動負債） 

当連結会計年度末の流動負債は448,821千円となり、前連結会計年度末と比べ241,930千円増加しました。これは主

に、前受金が89,457千円減少したものの、買掛金が231,916千円、返金負債が110,000千円増加したことによります。 

 

（固定負債） 

当連結会計年度末の固定負債は21,840千円となり、前連結会計年度末と比べ5,460千円減少しました。これは、長

期借入金が5,460千円減少したことによります。 

 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は63,096千円となり、前連結会計年度末と比べ25,228千円減少しました。これは、その

他有価証券評価差額金が1,100千円増加したものの、親会社株主に帰属する当期純損失26,329千円を計上したことに

よるものです。 
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第11期中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) 

（流動資産） 

当中間連結会計期間末の流動資産は193,840千円となり、前連結会計年度末と比べ213,369千円減少しました。これ

は主に、前渡金が18,551千円、仕掛品が11,795千円増加したものの、売掛金が94,827千円、現金及び預金が89,466千

円、返品資産が54,359千円減少したことによります。 

 

（固定資産） 

当中間連結会計期間末の固定資産は195,596千円となり、前連結会計年度末と比べ69,049千円増加しました。これ

は主に、長期投資が47,823千円、建設仮勘定が33,676千円増加したことによります。 

 

（流動負債） 

当中間連結会計期間末の流動負債は196,988千円となり、前連結会計年度末と比べ251,832千円減少しました。これ

は主に、未払法人税等が33,699千円、その他の流動負債が22,601千円増加したものの、買掛金が222,289千円、返金

負債が84,182千円減少したことによります。 

 

（固定負債） 

当中間連結会計期間末の固定負債は45,380千円となり、前連結会計年度末と比べ23,540千円増加しました。これは、

長期借入金が23,540千円増加したことによります。 

 

（純資産） 

当中間連結会計期間末の純資産は147,069千円となり、前連結会計年度末と比べ83,972千円増加しました。これは、

親会社株主に帰属する中間純利益83,972千円の計上よるものです。 

 

(3) 経営成績の分析 

「１【業績等の概要】（1）業績」に記載のとおりであります。 

 

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

「４【事業等のリスク】」に記載のとおりであります。 

 

(5) キャッシュ・フローの状況の分析 

「１【業績等の概要】（2）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。 

 

(6) 運転資本 

上場予定日(2025年３月３日)から12か月間の当社の運転資本は、自己資本により十分に確保されております。 
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第４ 【設備の状況】 

 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループは単一セグメントであり、セグメント別の記載は省略しております。 

 

第10期連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

当連結会計年度の設備投資は、主に、顧客接待において迎賓館として使用する目的で大阪府八尾市の老舗料亭「山徳」

の改装工事を、また、格納庫空調設備の充実を目的とした設備投資を実施しており、設備投資の総額は57,838千円であ

ります。 

 

第11期中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) 

当中間連結会計期間の設備投資は、主に、顧客接待において迎賓館として使用する目的で大阪府八尾市の老舗料亭

「山徳」の改装工事を実施しており、設備投資の総額は34,732千円であります。 

 

 

２ 【主要な設備の状況】 

当社グループは単一セグメントであり、セグメント別の記載は省略しております。 

 

第10期連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

(1) 発行者 

    2024年３月31日現在 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

帳簿価額(千円) 
従業員数 
(名) 建物 

及び構築物 
土地 

(面積㎡) 
その他 合計 

本社 
(大阪府八尾市) 

本社、航空機格納庫、整備
事業場等 

53,233 
- 

(1,707.65) 
[1,707.65] 

45,563 98,797 22 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。 

２．帳簿価額のうち「その他」は、「機械装置及び運搬具」、「工具、器具及び備品」及び「建設仮勘定」の合

計であります。 

３．本社の一部は連結子会社に賃貸しております。 

４．本社土地を賃借しており、年間賃借料は4,299千円であります。なお、賃借している土地の面積は[ ]で外書

きしております。 

 

(2) 子会社 

重要な設備は有しておりません。 

 

 

第11期中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) 

(1) 発行者 

    2024年９月30日現在 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

帳簿価額(千円) 
従業員数 
(名) 建物 

及び構築物 
土地 

(面積㎡) 
その他 合計 

本社 
(大阪府八尾市) 

本社、航空機格納庫、整備
事業場等 

47,424 
- 

(1,707.65) 
[1,707.65] 

78,221 125,646 23 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。 

２．帳簿価額のうち「その他」は、「機械装置及び運搬具」、「工具、器具及び備品」及び「建設仮勘定」の合

計であります。 

３．本社の一部は連結子会社に賃貸しております。 

４．本社土地を賃借しており、年間賃借料は4,518千円であります。なお、賃借している土地の面積は[ ]で外書

きしております。 
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(2) 子会社 

重要な設備は有しておりません。 

 

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 
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第５ 【発行者の状況】 

 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

 

記名・無記名の 
別、額面・無額 
面の別及び種類 

発行可能 
株式総数 
(株) 

未発行 
株式数 
(株) 

連結会計年度 
末現在発行数 

(2024年３月31日) 
(株) 

公表日現在 
発行数 

(2025年１月31日) 
(株) 

上場金融商品取 
引所名又は登録 
認可金融商品取 
引業協会名   

内容 

普通株式 130,000 97,500 1,300  32,500 非上場 

権利内容に何ら
限定のない当社
における標準と
なる株式 
単元株式数100株 

計 130,000 97,500 1,300  32,500 ― ― 

（注）１．2024年12月９日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年12月10日付で定款の変更を行い、普通株式の発行可

能株式総数を130,000株に変更しております。また、2024年12月10日付で普通株式１株につき25株の株式分割

を行っており、発行済株式総数は31,200株増加し、32,500株となっております。 

２．2024年12月９日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年12月10日付で定款の変更を行い、１単元を100株と

する単元株制度を導入しております。 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【MSCB等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

 

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
 

(千円) 

資本金残高 
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

2024年12月10日 
（注） 

31,200 32,500 - 13,000 - - 

(注) 株式分割（１：25）によるものであります。 
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(6) 【所有者別状況】 

       2024年12月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 

単元未満 
株式の状況 

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品 
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

- - - - - - 1 1 - 

所有株式数 
（単元） 

- - - - - - 325 325 - 

所有株式数 
の割合(％) 

- - - - - - 100.00 100.00 - 

（注）１．2024年12月10日付で普通株式１株につき25株の株式分割を行っており、発行済株式総数は31,200株増加し、

32,500株となっております。 

２．2024年12月９日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年12月10日付で定款の変更を行い、１単元を100株と

する単元株制度を導入しております。 

 

(7) 【大株主の状況】 

「第四部【株式公開情報】第３【株主の状況】」に記載のとおりです。 

 

(8) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

   2024年12月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 - - - 

議決権制限株式(自己株式等) - - - 

議決権制限株式(その他) - - - 

完全議決権株式(自己株式等) - - - 

完全議決権株式(その他) 普通株式 32,500 325 
権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式 
単元株式数100株 

単元未満株式 - - - 

発行済株式総数 32,500 - - 

総株主の議決権 - 325 - 

（注）１．2024年12月10日付で普通株式１株につき25株の株式分割を行っており、発行済株式総数は31,200株増加し、

32,500株となっております。 

２．2024年12月９日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年12月10日付で定款の変更を行い、１単元を100株と

する単元株制度を導入しております。 

 

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

 

 

３ 【配当政策】 

当社は、事業の継続的な拡大のため、長期的な視点で内部留保を積み上げ財務体質を強化することを目指しており、

これまでに配当を実施したことはなく、また、今後も当面の間は配当を実施する予定はありません。今後の株主への剰

余金の配当につきましては、事業環境、経営成績及び財政状態等を勘案しながら検討していく方針であります。 

なお、剰余金の配当を行う場合、期末配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は、会社法第454条第５項

に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、その決定機関は取締役会であります。 

４ 【株価の推移】 

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。 
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５ 【役員の状況】 

男性５名 女性 - 名(役員のうち女性の比率 - ％) 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 
所有 
株式数 
(株) 

代表取締役 社長 鼓呂雲 健造 1982年２月９日 

1997年４月 ㈱田中組 入社 

(注)３ (注)２ 32,500 

2000年５月 ㈱平岡工業 入社 

2006年４月 朝日航洋㈱ 入社 

2008年３月 朝日航空㈱ 転籍 

2008年８月 Nice Air Aviation inc 入社 

2014年４月 
当社設立 代表取締役就任（現

任） 

取締役 

マネジメントコ
ントロール長 

兼 マネジメント
ユニット長 

松本 章吾 1984年11月５日 

2005年８月 ㈱ヨシダ商事運輸 入社 

(注)３ (注)２ - 

2014年１月 ゴールドライナー㈱ 入社 

2014年５月 当社 入社 

2016年２月 当社 取締役就任（現任） 

2019年10月 
㈱aero lab NiCad Service代表

取締役就任 

取締役 

オペレーション
コントロール長 
兼 メンテナンス

ユニット長 

尾関 真一 1986年８月23日 

2008年４月 朝日航空㈱ 入社 

(注)３ (注)２ - 

2014年12月 当社 入社 

2019年６月 当社 取締役就任（現任） 

2024年２月 
㈱aero lab NiCad Service代表

取締役就任（現任） 

取締役 
オペレーション
ユニット長 

北島 匠 1996年９月３日 
2017年６月 当社 入社 

(注)３ (注)２ - 
2021年９月 当社 取締役就任（現任） 

監査役 - 青木 賢治 1959年８月19日 

1981年８月 アクリーグ㈱ 入社 

(注)４ (注)２ - 

1999年６月 都市設計㈱ 入社 

2002年３月 本田航空㈱ 入社 

2010年６月 本田航空㈱ 執行役員就任 

2012年６月 本田航空㈱ 取締役就任 

2019年９月 
大阪航空㈱ 取締役副社長就任

（現任） 

2023年２月 当社 監査役就任（現任） 

計 32,500 

(注) １．監査役青木賢治は社外監査役であります。 

２．2024年３月期における役員報酬の総額は86,209千円であります。 

３．取締役の任期は、2024年12月９日開催の臨時株主総会での選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

４．監査役青木賢治の任期は、2024年12月９日開催の臨時株主総会での選任後、４年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、継続的な企業価値の向上を実現させるため、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題の一つであ

ると認識しております。そのため、コンプライアンス遵守を重視した企業経営を促進し、業務運営の効率化及びリ

スク管理の徹底等、内部管理体制をより一層強化してまいります。 

なお、当社の代表取締役社長かつ主要株主である鼓呂雲健造は支配株主に該当いたします。支配株主との取引は

想定しておりませんが、支配株主との取引が発生する場合には、一般の取引と同等の適切な条件で行うことを基本

方針とし、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を損なうことのないよう法令・規則

を遵守し、取締役会において十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。 

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 

当社は、当社グループの状況及び規模に照らして最良なコーポレート・ガバナンス体制を構築する観点から、企

業統治の体制として、取締役会が重要な経営事項の審議及び意思決定と経営の監督を行い、独立性を有する社外監

査役が各取締役の執行を監査する、監査役設置会社を採用しております。 

当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 

 

a.取締役会 

当社の取締役会は４名の取締役で構成されております。取締役会は最高意思決定機関として、当社業務に精通

した４名の取締役により迅速かつ合理的な意思決定を行うとともに、経営判断の妥当性及び公正性等について検

討し、法令、定款及び取締役会規程で定めた事項並びに重要な業務に関する事項の決議を行うほか、取締役間で

相互に職務の執行を監督しております。取締役会は毎月１回の定時取締役会として開催するほか、必要に応じて

臨時取締役会を開催しております。 

 

b.社外取締役及び社外監査役の状況 

当社は、現在の組織規模を鑑み監査役１名体制での監査役設置会社を採用しております。当社は社外取締役を

設置しておりませんが、当社業界及び経営に関する豊富な知見を有する青木賢治氏を社外監査役として招聘し、

法令、定款及び監査役監査基準に則して経営課題に対して提言を行うとともに、適宜取締役会の意思決定の適法

性について各取締役と意見を交わし経営監督の実効性を高めております。また、社外監査役は内部監査ユニット
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と緊密な連携を保ち、監査法人を含めた三者間での定期的な情報・意見交換も行い、効果的かつ効率的な監査の

実施に努めております。当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、

選任にあたっては、当社業界に関連する豊富な経験、高度な専門知識及び幅広い識見を有し、外部からの客観的

かつ中立的な経営監視機能を果たせる能力を有していることを前提に判断しております。なお、当社と同氏が取

締役副社長を務める大阪航空株式会社との間には格納庫賃貸借等の営業取引関係がありますが、主要な取引先に

あたらず、かつ年間取引金額に金額的重要性はありません。このほかに当社と同氏との間に人的関係、資本的関

係及びその他の利害関係はありません。 

 

c.内部監査 

当社の内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査ユニットにより実施されます。内部監査ユニットには、現

在の組織規模を鑑み専任の担当者は配置しておりませんが、代表取締役が指名する２名の兼務者で構成し、自己

監査を回避するよう被監査部署に応じて監査担当者を分けることで独立性を確保し、全部署を対象に実施してお

ります。内部監査は業務運営の効率性、合理性及び法令遵守等について監査を行い、その内容は監査結果報告及

び問題点の改善指示として代表取締役社長へ報告しております。 

 

d.会計監査 

当社は監査法人やまぶきと監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証券上場規

程の特例」第110条第５項の規定に基づき監査を受けております。なお、2024年３月期において監査を執行した

公認会計士は平野泰久、藤木真喜の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内であります。また、当該監査

業務にかかる補助者は公認会計士３名その他１名であります。なお、当社と監査に従事する公認会計士及びその

補助者との間には特別の利害関係はありません。 

 

③ 取締役及び監査役の定数 

当社は、取締役の員数は７名以内とする旨を定款に定めております。また、監査役の員数は３名以内とする旨を

定款に定めております。 

 

④ 株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。 

 

⑤ 内部統制システムの整備の状況 

当社は、業務分掌規程及び職務権限規程の遵守により業務を合理的に分担させ、特定の組織や担当者に業務や権

限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。 

 

⑥ リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理体制は、リスク・コンプライアンス規程を定め、管理部が主管となりリスク情報の一元化を行

うとともに、リスクへの対応については代表取締役社長の承認に基づき実施しております。また、当社企業経営及

び日常の業務に関して、必要に応じて顧問弁護士等の複数の外部専門家から経営判断上の参考とするためのアドバ

イスを受ける体制をとっております。 
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⑦ 役員の報酬等 

a.発行者の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

役員区分 
報酬等の総額 

(千円) 

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる 
役員の員数 

(名) 固定報酬 賞与 
ストック・ 
オプション 

取締役 81,609 81,609 - - ４ 

社外役員 4,600 4,600 - - １ 

計 86,209 86,209 - - ５ 

 

b.発行者の役員ごとの連結報酬等の総額等 

役員ごとの連結報酬等の開示はしておりません。 

 

c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 

当社の取締役の個人別の報酬等の決定については、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、

2025年１月22日の取締役会において決定方針を決議いたしました。 

（決定方針の概要） 

当社取締役の個人別の報酬等は株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で役員報酬規程に沿って取締役会に

おいて決議しており、その職務内容等に応じた報酬との明瞭性を重視する観点から、現金による固定報酬のみで

構成しております。なお、取締役の報酬限度額の総額は、代表取締役については年額240,000千円（月額20,000

千円）、取締役については年額24,000千円（月額2,000千円）であり、2024年６月28日の定時株主総会で決議し

ております。 

各取締役の個人別の固定報酬については、各取締役の役割、職務内容、保有資格技能、業界水準を総合的に勘

案して決定することとしております。これは、業務執行取締役自ら有資格者としてパイロットや航空整備士と言

った特殊な技能職を統括する立場にあることから職務内容や保有資格技能を重視する基本的な考え方に基づきま

す。また、経営統括責任のある代表取締役の固定報酬は、株主利益との一致を一定程度担保できるよう売上総利

益の一定割合を上限目安とし、内部留保が確保できる水準を勘案して決定することとしております。代表取締役

の固定報酬にかかる指標として売上総利益を選定した理由は、当社の利益の源泉である航空機販売利益と直結し

ており、航空機販売のビジネス機会創出への貢献との関連性が強いためであります。 

（役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動） 

取締役会決議に一任を受けた代表取締役社長が、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、関係役員

等と協議のうえ、当該報酬の水準が各取締役の職責に応じたものであることを考慮し、報酬案を作成後に、社外

監査役に意見を求めたうえで決定しております。 

 

⑧ 取締役の選任決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって決議を行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。 

 

⑨ 責任免除及び責任限定契約の内容 

当社は、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者

を含む)の会社法第423条第１項の賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる

旨を定款に定めております。 

また、当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査

役との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任を法令が定める額まで限定する契約を締結することができる

旨を定款に定めております。当社は、監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。 
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⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項 

a.自己株式の取得 

当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市

場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。 

 

b.中間配当 

当社は、利益還元の機動性を確保するため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎

年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 

 

(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査法人に対する報酬の内容】 

 

区分 

最近連結会計年度 

監査証明業務に 
基づく報酬(千円) 

非監査業務に 
基づく報酬(千円) 

発行者 8,000 - 

連結子会社 - - 

計 8,000 - 

 

② 【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

 

③ 【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 

該当事項はありません。 

 

④ 【監査報酬の決定方針】 

当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数等を総合的

に勘案し、監査報酬を決定しております。 
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第６ 【経理の状況】 

 

１ 連結財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基

づいて作成しております。 

 

(2) 連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条第６

項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しております。 

 

２ 中間連結財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)

に基づいて作成しております。 

  当社の中間連結財務諸表は、第１種中間連結財務諸表であります。 

 

(2) 中間連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条

第６項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しておりま

す。 

 

３ 監査証明について 

(1) 当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条第５項の規定

に基づき、当連結会計年度(2023年４月１日から2024年３月31日まで)の連結財務諸表について、監査法人やまぶきに

より監査を受けております。 

 

(2) 当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条第５項の規定

に基づき、当中間連結会計期間(2024年４月１日から2024年９月30日まで)の中間連結財務諸表について、監査法人や

まぶきにより期中レビューを受けております。 
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【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 
(2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(2024年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 29,694 96,293 

  売掛金  ※１     72,607 ※１     104,682 

  商品 86,108 1,683 

  仕掛品 5,091 4,878 

  原材料及び貯蔵品 1,383 2,339 

  返品資産 - 68,181 

  前渡金 - 98,937 

  その他 35,896 30,213 

  流動資産合計 230,781 407,210 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 87,283 105,563 

   機械装置及び運搬具 79,393 28,141 

   工具、器具及び備品 9,323 9,663 

   建設仮勘定 15 30,767 

   減価償却累計額 △96,873 △72,798 

   有形固定資産合計 79,141 101,336 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,719 - 

   繰延税金資産 2,459 13,507 

   その他 6,914 11,704 

   貸倒引当金 △500 - 

   投資その他の資産合計 12,592 25,211 

  固定資産合計 91,734 126,547 

 資産合計 322,515 533,758 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 
(2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(2024年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 9,038 240,954 

  １年内返済予定の長期借入金 5,460 5,460 

  未払金 21,319 14,865 

  未払法人税等 16,751 4,502 

  前受金 ※２    130,000 ※２    40,542 

   返金負債 - 110,000 

  その他 24,321 32,496 

  流動負債合計 206,890 448,821 

 固定負債   

  長期借入金 27,300 21,840 

  固定負債合計 27,300 21,840 

 負債合計 234,190 470,661 
 
純資産の部   

 株主資本   

  資本金 13,000 13,000 

  利益剰余金 76,425 50,096 

  株主資本合計 89,425 63,096 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △1,100 - 

  その他の包括利益累計額合計 △1,100 - 

 純資産合計 88,325 63,096 

負債純資産合計 322,515 533,758 
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【中間連結貸借対照表】 

 (単位：千円) 

 
当中間連結会計期間 
(2024年９月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 6,827 

  売掛金 9,855 

  商品 1,841 

  仕掛品 16,674 

  原材料及び貯蔵品 1,984 

  返品資産 13,822 

  前渡金 117,489 

  その他 25,346 

  流動資産合計 193,840 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 105,563 

   建設仮勘定 64,443 

   その他 36,181 

   減価償却累計額 △78,065 

   有形固定資産合計 128,122 

  投資その他の資産  

   長期投資 47,823 

   その他 19,650 

   投資その他の資産合計 67,474 

  固定資産合計 195,596 

 資産合計 389,437 
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 (単位：千円) 

 
当中間連結会計期間 
(2024年９月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 18,664 

  １年内返済予定の長期借入金 9,190 

  未払法人税等 38,201 

  前受金 35,151 

  返金負債 25,817 

  その他 69,963 

  流動負債合計 196,988 

 固定負債  

  長期借入金 45,380 

  固定負債合計 45,380 

 負債合計 242,368 
 
純資産の部  

 株主資本  

  資本金 13,000 

  利益剰余金 134,069 

  株主資本合計 147,069 

 純資産合計 147,069 

負債純資産合計 389,437 
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 

【連結損益計算書】 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

 売上高  ※１  2,588,395  ※１  2,134,456 

 売上原価  ※３   2,301,752  ※３   1,959,178 

 売上総利益 286,642 175,277 

 販売費及び一般管理費  ※２、３  218,667  ※２、３  268,671 

 営業利益又は営業損失（△） 67,975 △93,394 

 営業外収益   

  為替差益 5,504 - 

  補助金収入 2,500 1,027 

  違約金収入 - 6,000 

  その他 4,218 2,197 

  営業外収益合計 12,223 9,224 

 営業外費用   

  支払利息 202 393 

  為替差損 - 2,341 

  その他 2,716 15 

  営業外費用合計 2,918 2,749 

 経常利益又は経常損失（△） 77,280 △86,919 

 特別利益   

  固定資産売却益  ※４      2,177  ※４    52,762 

  債務免除益 344 - 

  特別利益合計 2,521 52,762 

 特別損失   

  固定資産売却損  ※５     14,020  ※５      187 

  固定資産除却損  ※６      4,937  ※６      640 

  投資有価証券売却損  ※７      4,042  ※７      683 

  特別損失合計 23,000 1,512 

 税金等調整前当期純利益 
 又は税金等調整前当期純損失（△） 

56,802 △35,669 

 法人税、住民税及び事業税 19,708 2,284 

 法人税等調整額 △1,882 △11,624 

 法人税等合計 17,825 △9,340 

 当期純利益又は当期純損失（△） 38,976 △26,329 

 非支配株主に帰属する当期純損失（△） △41 - 

 親会社株主に帰属する当期純利益 
 又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） 

39,017 △26,329 
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【連結包括利益計算書】 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

 当期純利益又は当期純損失（△） 38,976 △26,329 

 その他の包括利益   

  その他有価証券評価差額金 △1,100 1,100 

  その他の包括利益合計  ※      △1,100 ※      1,100 

 包括利益 37,875 △25,228 

  (内訳)   

  親会社株主に係る包括利益 37,917 △25,228 

  非支配株主に係る包括利益 △41 - 
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【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】 

【中間連結損益計算書】 

 (単位：千円) 

 
当中間連結会計期間 
(自2024年４月１日 
至2024年９月30日) 

 売上高 1,529,568 

 売上原価 1,231,989 

 売上総利益 297,578 

 販売費及び一般管理費  ※  166,583 

 営業利益 130,995 

 営業外収益  

  受取家賃 364 

  その他 157 

  営業外収益合計 521 

 営業外費用  

  支払利息 199 

  為替差損 4,211 

  その他 0 

  営業外費用合計 4,411 

 経常利益 127,105 

 特別損失  

固定資産除却損 0 

  特別損失合計 0 

 税金等調整前中間純利益 127,105 

 法人税等 43,132 

 中間純利益 83,972 

 親会社株主に帰属する中間純利益 83,972 
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【中間連結包括利益計算書】 

 (単位：千円) 

 
当中間連結会計期間 
(自2024年４月１日 
至2024年９月30日) 

 中間純利益 83,972 

 中間包括利益 83,972 

  (内訳)  

  親会社株主に係る中間包括利益 83,972 
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③ 【連結株主資本等変動計算書】 

前連結会計年度(自2022年４月１日 至2023年３月31日) 

   (単位：千円) 

 
株主資本 

資本金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 13,000 37,408 50,408 

当期変動額    

親会社株主に帰属する当期純利益  39,017 39,017 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)    

当期変動額合計 - 39,017 39,017 

当期末残高 13,000 76,425 89,425 

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主 
持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

その他の 
包括利益 
累計額合計 

当期首残高 - - 41 50,449 

当期変動額     

親会社株主に帰属する当期純利益    39,017 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,100 △1,100 △41 △1,142 

当期変動額合計 △1,100 △1,100 △41 37,875 

当期末残高 △1,100 △1,100 - 88,325 

 

当連結会計年度(自2023年４月１日 至2024年３月31日) 

   (単位：千円) 

 
株主資本 

資本金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 13,000 76,425 89,425 

当期変動額    

親会社株主に帰属する当期純損失（△）  △26,329 △26,329 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)    

当期変動額合計 - △26,329 △26,329 

当期末残高 13,000 50,096 63,096 

 

 

その他の包括利益累計額 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

その他の 
包括利益 
累計額合計 

当期首残高 △1,100 △1,100 88,325 

当期変動額    

親会社株主に帰属する当期純損失（△）   △26,329 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,100 1,100 1,100 

当期変動額合計 1,100 1,100 △25,228 

当期末残高 - - 63,096 
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税金等調整前当期純利益 
又は税金等調整前当期純損失（△） 

56,802 △35,669 

  減価償却費 31,759 20,455 

  貸倒引当金の増減額(△は減少) △2,294 △500 

  返金負債の増減額（△は減少） - 110,000 

  返品資産の増減額（△は増加） - △68,181 

  補助金収入 △2,500 △1,027 

  違約金収入 - △6,000 

  支払利息 202 393 

  固定資産除売却損益 16,780 △51,933 

  債務免除益 △344 - 

  投資有価証券売却損 4,042 683 

  売上債権の増減額(△は増加) 403,544 △32,075 

  棚卸資産の増減額(△は増加) △69,626 83,681 

  仕入債務の増減額(△は減少) △346,936 231,916 

  前渡金の増減額（△は増加） 33,173 △98,937 

  前受金の増減額（△は減少） 6,993 △89,457 

  その他 △64,159 13,425 

  小計 67,436 76,773 

  利息及び配当金の受取額 765 0 

  利息の支払額 △202 △393 

  補助金の受取額 2,500 1,027 

  違約金の受取額 - 6,000 

  法人税等の支払額 △8,616 △23,402 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 61,884 60,005 

 投資活動によるキャッシュ・フロー   

  有形固定資産の取得による支出 △61,832 △51,298 

  有形固定資産の売却による収入 49,425 67,147 

  投資有価証券の取得による支出 △55,205 - 

  投資有価証券の売却による収入 53,516 4,810 

  その他 △659 △3,856 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △14,756 16,803 

 財務活動によるキャッシュ・フロー   

  短期借入れによる収入 6,850 8,200 

  短期借入金の返済による支出 △6,850 △8,200 

  長期借入金の返済による支出 △5,460 △5,460 

  長期未払金の返済による支出 △13,200 △4,750 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △18,660 △10,210 

 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 

 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 28,467 66,598 

 現金及び現金同等物の期首残高 1,226 29,694 

 現金及び現金同等物の期末残高 ※  29,694 ※  96,293 
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【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 (単位：千円) 

 
当中間連結会計期間 
(自2024年４月１日 
至2024年９月30日) 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  

  税金等調整前中間純利益 127,105 

  減価償却費 7,946 

  返金負債の増減額(△は減少) △84,182 

  返品資産の増減額（△は増加） 54,359 

  支払利息 199 

  固定資産除売却損益 0 

  売上債権の増減額(△は増加) 94,827 

  棚卸資産の増減額(△は増加) △11,598 

  仕入債務の増減額(△は減少) △222,289 

  前渡金の増減額（△は増加） △18,551 

  前受金の増減額（△は減少） △5,390 

  その他 17,610 

  小計 △39,964 

  利息及び配当金の受取額 11 

  利息の支払額 △199 

  法人税等の還付額 5,338 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △34,815 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  有形固定資産の取得による支出 △41,272 

  長期投資の取得による支出 △47,823 

  その他 70 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △89,025 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  長期借入れによる収入 30,000 

  長期借入金の返済による支出 △2,730 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 27,270 

 現金及び現金同等物に係る換算差額 7,105 

 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △89,466 

 現金及び現金同等物の期首残高 96,293 

 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  6,827 
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【注記事項】 

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

１ 連結の範囲に関する事項 

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 

１社 

連結子会社の名称 

株式会社aero lab NiCad service 

 

前連結会計年度において、子会社であった株式会社K46は、重要性の観点から、また、保有株式売却に伴い、

連結の範囲から除外しております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

 

４ 会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

 その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

② 棚卸資産 

主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016

年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建物及び構築物    ３～31年 

 機械装置及び運搬具  ２～14年 

 工具、器具及び備品  ３～15年 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

(4) 重要な収益及び費用の計上基準 

 当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び 

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。 

① 航空機販売 

中古ビジネスジェット等の小型航空機を国内外で販売を行っております。航空機販売からの収益は、航空

機の引渡しが完了した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。 
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② その他付随する事業 

 （a）整備支援 

販売後のアフターサービスを含む、顧客所有機の維持整備及び改造等を行っております。整備支援から

の収益は、顧客への整備及び改造機体等の検収が完了した時点で履行義務が充足されることから、当該時

点で収益を認識しております。 

 

 （b）運航支援 

パイロットオーナー向けに、慣熟訓練やハンドリング等の運行支援及び販売に係る空輸作業等を行って

おります。履行義務の充足については顧客に運航支援及び販売に係る空輸作業等の業務の提供を完了した

時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。 

 

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 

 

 

(重要な会計上の見積り) 

１．固定資産の減損 

 (1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 

  （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

有形固定資産 79,141 101,336 

 

 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

 当社グループの事業は、航空機販売その他付随する事業であり、全ての事業用資産を単一の資産グループとしてお

ります。 

 業績が計画どおりに進捗せず、営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナス、回収可能価

額を著しく低下させる変化もしくは経営環境の著しい悪化等の事象が生じているか、又は生じる見込みである場合等

には、当該資産グループに減損の兆候があると判断しております。 

 減損の兆候がある場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較す

ることによって減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として計上することとしております。 

 当社グループは、これらの事象が生じているか否か、又は生じる見込みであるか否かの観点で事業計画に基づいて

検討した結果、当連結会計年度において減損の兆候は認められないと判断しました。 

 なお、減損の兆候判定に利用した事業計画には、航空機の販売価格や原価率等の一定の仮定が含まれます。当該仮

定は、将来の市場環境の変化や顧客の需要動向により影響を受けるため不確実性を伴い、翌連結会計年度において資

産グループの評価に重要な影響を与える可能性があります。 
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(連結貸借対照表関係) 

※１  売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) ３．顧客との契

約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在

する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 (1) 顧客との

契約から生じた債権、契約負債及び返金負債の残高等」に記載しております。 

 

※２  前受金のうち、顧客との契約から生じた債務の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) ３．顧客との契

約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在

する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 (1) 顧客との

契約から生じた債権、契約負債及び返金負債の残高等」に記載しております。 

 

 

(連結損益計算書関係) 

※１  顧客との契約から生じる収益 

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契

約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) １．顧客との契約から生じる収益を分解した

情報」に記載しております。 

 

※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

役員報酬 58,290千円 86,209千円 

給与 17,915  〃 27,103  〃 

支払報酬料 8,391  〃 29,000  〃 

貸倒引当金繰入額 △2,794  〃 -  〃 

 

※３  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。 

 

前連結会計年度 
(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

12,891千円 5,562千円 

 

※４  固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

建物及び構築物 409千円 -千円 

機械装置及び運搬具 - 〃  52,762 〃 

工具、器具及び備品 8 〃 - 〃 

土地 1,759 〃  - 〃 

計 2,177千円 52,762千円 
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※５  固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

機械装置及び運搬具 14,020千円 187千円 

 

※６  固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

建物及び構築物 3,726千円  -千円 

機械装置及び運搬具 0 〃 635 〃 

工具、器具及び備品 204 〃 4 〃 

その他 1,006 〃 - 〃 

計 4,937千円 640千円 

 

※７  投資有価証券売却損 

前連結会計年度（自2022年４月１日 至2023年３月31日) 

 全てその他有価証券の売却損であります。 

 

当連結会計年度（自2023年４月１日 至2024年３月31日) 

 全てその他有価証券の売却損であります。 

 

 

(連結包括利益計算書関係) 

 ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  (千円) 

 
前連結会計年度 

(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

その他有価証券評価差額金   

  当期発生額 △1,677 993 

  組替調整額 - 683 

    税効果調整前 △1,677 1,677 

    税効果額 576 △576 

    その他有価証券評価差額金 △1,100 1,100 

その他の包括利益合計 △1,100 1,100 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自2022年４月１日 至2023年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 1,300 - - 1,300 

 

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自2023年４月１日 至2024年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 1,300 - - 1,300 

 

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。 

 

  
前連結会計年度 

(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

現金及び預金 29,694千円 96,293千円 

現金及び現金同等物 29,694千円 96,293千円 
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(金融商品関係) 

１ 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、運転資金及び設備投資に必要な資金を主に金融機関からの借入により調達しております。一時

的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引は行っておりません。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先の状況をモニタリングし、財政状態

の悪化等による回収懸念を早期に把握する体制をとっております。また、売掛金の一部には外貨建てのものがあり、

為替の変動リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。また、その

一部には、商品等の仕入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。 

借入金は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、固定金利による契約となっ

ております。 

 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することがあります。 

 

(4) 信用リスクの集中 

当期の連結決算日現在における営業債権のうち75.8％が特定の大口顧客に対するものであります。 
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２ 金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

前連結会計年度（2023年３月31日) 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価 

（千円） 
差額 

（千円） 

(1)投資有価証券 
その他有価証券 

 
3,719 

 
3,719 

 
- 

資産計 3,719 3,719 - 

(1) 長期借入金(*2) 32,760 32,566 △193 

負債計 32,760 32,566 △193 

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、現金であること及

び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

(*2) １年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。 

 

当連結会計年度(2024年３月31日) 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価 

（千円） 
差額 

（千円） 

(1) 長期借入金(*2) 27,300 27,023 △276 

負債計 27,300 27,023 △276 

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、現金であること及

び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

(*2) １年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。 

 

(注１) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

前連結会計年度（2023年３月31日) 

 
１年以内 
(千円) 

１年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

現金及び預金 29,694 - - - 

売掛金 72,607 - - - 

合計 102,301 - - - 

 

当連結会計年度(2024年３月31日) 

 
１年以内 
(千円) 

１年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

現金及び預金 96,293 - - - 

売掛金 104,682 - - - 

合計 200,976 - - - 

 

(注２) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

前連結会計年度（2023年３月31日) 

 
１年以内 
(千円) 

１年超 
２年以内 
(千円) 

２年超 
３年以内 
(千円) 

３年超 
４年以内 
(千円) 

４年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
(千円) 

長期借入金 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 

合計 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 

 

当連結会計年度(2024年３月31日) 

 
１年以内 
(千円) 

１年超 
２年以内 
(千円) 

２年超 
３年以内 
(千円) 

３年超 
４年以内 
(千円) 

４年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
(千円) 

長期借入金 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 - 

合計 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 - 
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３ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

前連結会計年度（2023年３月31日) 

区分 
時価(千円) 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券     

 その他有価証券     

  株式 3,719 - - 3,719 

資産計 3,719 - - 3,719 

 

当連結会計年度（2024年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

前連結会計年度（2023年３月31日) 

区分 
時価(千円) 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 - 32,566 - 32,566 

負債計 - 32,566 - 32,566 

 

当連結会計年度（2024年３月31日) 

区分 
時価(千円) 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 - 27,023 - 27,023 

負債計 - 27,023 - 27,023 

 

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

投資有価証券 

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の

時価に分類しております。 

 

長期借入金 

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法によ

り算定しており、レベル２の時価に分類しております。 
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(税効果会計関係) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

 
前連結会計年度 

（2023年３月31日）  
 

 当連結会計年度 
（2024年３月31日） 

繰延税金資産    

 税務上の繰越欠損金（注） 462千円  -千円 

 未払事業税 1,882  〃  17  〃 

 貸倒引当金 171  〃   -  〃 

 その他有価証券評価差額金 576  〃   -  〃 

 返金負債 -  〃  37,818  〃 

 その他  762  〃   762  〃 

繰延税金資産小計 3,855千円  38,597千円 

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △462  〃  -  〃 

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △934  〃  △762  〃 

評価性引当額小計 △1,396千円  △762千円 

繰延税金資産合計 2,459千円  37,835千円 

    

繰延税金負債    

 返品資産 - 千円  △23,440千円 

 未収事業税 -   〃  △887  〃 

繰延税金負債合計 - 千円  △24,328千円 

繰延税金資産と繰延税金負債の純額 2,459千円  13,507千円 

 

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

前連結会計年度（2023年３月31日) 

 １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 合計 

税務上の繰越欠損金(a) - - - - - 462 462千円 

評価性引当額 - - - - - △462 △462千円 

繰延税金資産 - - - - - - - 千円 

 (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

当連結会計年度（2024年３月31日) 

 該当事項はありません。 
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳 

 

 
前連結会計年度 

（2023年３月31日） 
 

当連結会計年度 
（2024年３月31日） 

法定実効税率 34.4％  - 

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5％  - 

評価性引当額の増減 1.3％  - 

軽減税率適用による影響額 △1.5％  - 

住民税均等割 0.6％  - 

損金経理をした附帯税 0.4％  - 

税額控除 △5.9％  - 

その他 △0.4％  - 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.4％  - 

（注）当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております 
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(収益認識関係) 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 当社グループは、航空機販売その他付随する事業を営んでおり、外部顧客への売上高を分解した情報は、以下の

とおりです。 

  (単位：千円) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

顧客との契約から生じる収益 2,572,517 2,122,220 

その他の収益 15,877 12,235 

合計 2,588,395 2,134,456 

     (注) その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入であります。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、注記事項「連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」

に記載のとおりです。 

 当社グループは、販売した中古航空機に重要な欠陥・瑕疵が存在した場合には顧客との協議に基づき返品を受け

入れており、過去の実績率等に基づき、返品されると見込まれる金額については返金負債として売上高から控除し、

また、返品時に回収する権利として認識した部分は返品資産として売上原価から控除しております。 

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年

度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関

する情報 

(1) 顧客との契約から生じた債権、契約負債及び返金負債の残高等 

  (単位：千円) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

顧客との契約から生じた債権(期首残高)   

 売掛金 473,807 71,611 

 473,807 71,611 

顧客との契約から生じた債権(期末残高)   

 売掛金 71,611 104,682 

 71,611 104,682 

契約負債(期首残高) 121,822 130,000 

契約負債(期末残高) 130,000 35,069 

返金負債（期首残高） - - 

返金負債（期末残高） - 110,000 

契約負債は主に顧客から受領した履行義務充足前の前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連

結会計年度において認識した収益の額のうち期首の契約負債残高に含まれていた額は130,000千円であります。 

 

(2) 残存履行義務に配分した取引価格 

当社グループでは残存履行義務に配分した総額及び収益の認識が見込まれる取引については、当初に予想さ

れる契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、

顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。 
  



―60― 

 

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

 当社グループは、航空機販売その他付随する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

【関連情報】 

前連結会計年度(自2022年４月１日 至2023年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

   （単位：千円） 

 航空機販売 その他付随する事業 合計 

外部顧客への売上高 2,154,792 433,603 2,588,395 

 

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

(2) 有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

 （単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 

株式会社アイロムグループ 1,002,499 

株式会社エアロスペースナ
ガノ 

551,262 

（注）当社は単一セグメントであるため関連するセグメント名の記載を省略しております。 
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当連結会計年度(自2023年４月１日 至2024年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

   （単位：千円） 

 航空機販売 その他付随する事業 合計 

外部顧客への売上高 1,832,427 302,028 2,134,456 

 

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

   （単位：千円） 

日本 アメリカ合衆国 その他 合計 

1,541,307 583,158 9,990 2,134,456 

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

 （単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 

株式会社レイナハウス 673,762 

Nik's Aircraft LLC 464,091 

成美トラスト株式会社 450,329 

（注）当社は単一セグメントであるため関連するセグメント名の記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

 該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

 該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

 該当事項はありません。 
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【関連当事者情報】 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

（ア）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

 

前連結会計年度(自2022年４月１日 至2023年３月31日) 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

非連結子会
社 

株式会社K46 
大阪市阿
倍野区 

14,000 飲食事業 - なし 
出資の引受（注

１） 
11,000 - - 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．出資の引受は、当社の完全子会社であった株式会社K46が行った株主割当増資を１株10,000円で引き受けたも

のであります。 

 

当連結会計年度(自2023年４月１日 至2024年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 

（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

 

前連結会計年度(自2022年４月１日 至2023年３月31日) 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 

資本金又
は 

出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事
者との関

係 
取引の内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

役員・ 
主 要 株 主
（個人） 

鼓呂雲 健造 - - 
当社代表取
締役 

（被所有） 
直接 

 100.0 
- 

関係会社株式
の売却 
（注１） 
 
固定資産の売
却（注２） 
 
債務被保証 
（注３） 

14,000 
 
 
 

15,076 
 
 

32,760 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

役員が議決
権の過半数
を所有して
いる会社等 

Nik's 
Aircraft LLC 
（注４） 

ア メ リ
カ 合 衆
国 カ リ
フ ォ ル
ニア州 

- 
航空機ブロ
ーカー 

- 

航 空 機 の
輸 出 入 取
引 に お け
る 仲 介 業
務等 

航空機の販売 
 
航空機の仕入
代金等の前払 
 
航空機の販売
代金の前受 

80,773 
 

67,500 
 
 

24,029 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．関係会社株式の売却は、2023年３月７日に、当社の完全子会社であった株式会社K46の株式のすべてを譲渡し

たものであり、その価格については純資産・業績等を基礎として協議のうえ決定しております。全株式の譲渡

により、株式会社K46は子会社に該当しなくなりました。 

２．固定資産の売却は、当社が所有する車両を譲渡したものであり、その価格については市場価格等を基礎として

協議の上、決定しております。当該固定資産の売却により、固定資産売却損3,399千円を計上しております。 

３．債務被保証は、当社の銀行借入について債務保証を受けているものであります。取引金額については期末借入

残高を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、当該債務保証については2024年12

月20日にすべて解消しております。 

４．Nik's Aircraft LLCは、当社の取締役であったニックナム・ニクラベッシュ氏が議決権の過半数を所有してい

る会社等でありますが、同氏が期中に当社取締役を退任したことにより、当連結会計年度末では関連当事者に

は該当しません。なお、記載金額は、該当期間の取引金額です。 
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当連結会計年度(自2023年４月１日 至2024年３月31日) 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 

資本金又
は 

出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％) 

関連当事
者との関

係 
取引の内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

役員・ 
主 要 株 主
（個人） 

鼓呂雲 健造 - - 
当社代表取
締役 

（被所有） 
 直接 
 100.0 

- 
債務被保証 
（注１） 

27,300 - - 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．債務被保証は、当社の銀行借入について債務保証を受けているものであります。取引金額については期末借入

残高を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、当該債務保証については2024年12

月20日にすべて解消しております。 

 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

 
前連結会計年度 

(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

１株当たり純資産額 2,717.70円 1,941.44円 

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり当期純損失（△） 

1,200.55円 △810.13円 

(注) １．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については潜在株式が存在しないため、また、当連

結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

２．2024年12月10日付で普通株式１株につき25株の株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期首に当該

株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

（△）を算定しております。 

３．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

(自2022年４月１日 
至2023年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2023年４月１日 
至2024年３月31日) 

親会社株主に帰属する当期純利益 
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千円） 

39,017 △26,329 

普通株主に帰属しない金額(千円) - - 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は 
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失（△）
(千円) 

39,017 △26,329 

普通株式の期中平均株式数(株) 32,500 32,500 

 

 
  



―65― 

(重要な後発事象) 

（株式分割及び単元株制度の採用） 

当社は、2024年12月10日付で普通株式１株につき25株の株式分割を行っております。また、2024年12月９日開催

の臨時株主総会決議に基づき、2024年12月10日付で定款の変更を行い、１単元を100株とする単元株制度を導入し

ております。 

１．株式分割及び単元株制度導入の目的 

当社株式の流通性向上を目的として株式分割を実施するとともに、１単元を100株とする単元株制度を採用い

たしました。 

２．株式分割の概要 

（1）分割方法 

2024年12月９日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の有する普通株式を１株に

つき25株の割合をもって分割いたしました。 

（2）株式分割による増加株式数 

 普通株式 31,200株 

（3）株式分割後の発行済株式総数 

 普通株式 32,500株 

（4）株式分割後の発行可能株式総数 

 普通株式 130,000株 

（5）株式分割の効力発生日 

 2024年12月10日 

（6）１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、注記事項（１株当た

り情報）に記載しております。 

 

３．単元株制度の概要 

2024年12月９日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年12月10日付で定款の変更を行い、１単元を100株と

する単元株制度を導入しております。 
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【注記事項】 

(中間連結損益計算書関係) 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

 

 
当中間連結会計期間 
(自2024年４月１日 
至2024年９月30日) 

役員報酬 64,711千円 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであ

ります。 

 

  
当中間連結会計期間 
(自2024年４月１日 
至2024年９月30日) 

現金及び預金 6,827千円 

現金及び現金同等物 6,827千円 

 

 

(株主資本等関係) 

当中間連結会計期間(自2024年４月１日 至2024年９月30日） 

１ 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

２ 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

 

 

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

 当社グループは、航空機販売その他付随する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

 

(収益認識関係) 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 当社グループは、航空機販売その他付随する事業を営んでおり、外部顧客への売上高を分解した情報は、以下の

とおりです。 

 (単位：千円) 

 
当中間連結会計期間 
(自2024年４月１日 
至2024年９月30日) 

顧客との契約から生じる収益 1,524,783 

その他の収益 4,784 

合計 1,529,568 

     (注) その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入であります。 
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(１株当たり情報) 

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当中間連結会計期間 
(自2024年４月１日 
至2024年９月30日) 

１株当たり中間純利益 2,583.78円 

（算定上の基礎）  

 親会社株主に帰属する中間純利益（千円） 83,972 

 普通株主に帰属しない金額（千円） - 

 普通株式に係る親会社株主に帰属する 
 中間純利益(千円) 

83,972 

 普通株式の期中平均株式数(株) 32,500 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．2024年12月10日付で普通株式１株につき25株の株式分割を行っておりますが、当中間連結会計期間の期首に

当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり中間純利益を算定しております。 

 

 

(重要な後発事象) 

（株式分割及び単元株制度の採用） 

当社は、2024年12月10日付で普通株式１株につき25株の株式分割を行っております。また、2024年12月９日開催

の臨時株主総会決議に基づき、2024年12月10日付で定款の変更を行い、１単元を100株とする単元株制度を導入し

ております。 

１．株式分割及び単元株制度導入の目的 

当社株式の流通性向上を目的として株式分割を実施するとともに、１単元を100株とする単元株制度を採用い

たしました。 

２．株式分割の概要 

（1）分割方法 

2024年12月９日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の有する普通株式を１株に

つき25株の割合をもって分割いたしました。 

（2）株式分割による増加株式数 

 普通株式 31,200株 

（3）株式分割後の発行済株式総数 

 普通株式 32,500株 

（4）株式分割後の発行可能株式総数 

 普通株式 130,000株 

（5）株式分割の効力発生日 

 2024年12月10日 

（6）１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が当中間連結会計期間の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、注記事項（１株

当たり情報）に記載しております。 

 

３．単元株制度の概要 

2024年12月９日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年12月10日付で定款の変更を行い、１単元を100株と

する単元株制度を導入しております。 

 

 
  



―68― 

⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

 

 

【借入金等明細表】 

 

区分 
当期首残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 5,460 5,460 1.36 - 

長期借入金(１年以内に返済予定の 
ものを除く) 

27,300 21,840 1.36 2029年３月15日 

合計 32,760 27,300 - - 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額 
 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内 

(千円) 
３年超４年以内 

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 5,460 5,460 5,460 5,460 

 

 

【資産除去債務明細表】 

該当事項はありません。 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】 

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

 

 

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 
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第７ 【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 
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第８ 【発行者の株式事務の概要】 

 

事業年度  毎年４月１日から翌年３月31日まで 

定時株主総会  毎事業年度終了後３か月以内 

基準日  毎年３月31日 

株券の種類  - 

剰余金の配当の基準日 
 毎年９月30日 
 毎年３月31日 

１単元の株式数   100株 

株式の名義書換え(注)１  

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

  取次所 - 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 - 

単元未満株式の買取り  

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

  取次所 - 

  買取手数料 無料 (注)２ 

公告掲載方法 

当社の公告方法は、電子公告としております。 
ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載して行うこととしております。 
当社の公告掲載ＵＲＬは次のとおりです。 
https://aerolab.jp 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

(注) １．当社株式は、TOKYO PRO Marketへの上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に規定する

振替株式になることから、該当事項はなくなる予定であります。 

   ２．単元未満株式の買取手数料は、当社株式がTOKYO PRO Marketに上場された日から「株式の売買の委託に係る手

数料相当額として別途定める金額」に変更されます。 

３．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を

定款に定めております。 

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 
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第二部 【特別情報】 

 

第１ 【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 
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第三部 【当該有価証券以外の有価証券に関する事項】 

該当事項はありません。 
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第四部 【株式公開情報】 

 

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】 

該当事項はありません。 

 
  



―74― 

第２ 【第三者割当等の概況】 

 

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】 

該当事項はありません。 

 

 

２ 【取得者の概況】 

該当事項はありません。 

 

 

３ 【取得者の株式等の移動状況】 

該当事項はありません。 
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第３ 【株主の状況】 

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

株式総数に対す
る所有株式数の 

割合(％) 

鼓呂雲 健造 （注）１、２ 大阪府八尾市 32,500 100.0 

計 ― 32,500 100.0 

(注) １．特別利害関係者等（大株主上位10名） 

２．特別利害関係者等（当社代表取締役） 
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